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5. 復旧費用の負担 

発注者は、第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは

受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払

うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において、受注者は、復旧に要した

費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。 

6. 用地の使用制限 

受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 

1-1-1-8 工事着手 

受注者は、特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には、その期日

までに工事着手しなければならない。特記仕様書に定めがない場合、工事開始日から30日

以内に工事に着手しなければならない。 

1-1-1-9 工事の下請負 

受注者は、下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければ

ならない。 

（1） 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 

（2） 下請負者が鳥取県建設工事入札参加資格者である場合には、営業停止、指名停止期間

中でないこと。 

（3） 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結すると

きは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、

安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保

険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締

結しなければならない。 

1-1-1-10 施工体制台帳 

1. 一般事項 

受注者は、工事を施工する為に下請契約を締結した場合、国土交通省令及び「施工体制

台帳に係る書類の提出について」（平成30年12月20日付け国官技第62号、国営整第154号、

平成27年3月27日付け国港技第123号、平成27年3月16日付け国空安保第763号、国空交企第

643号）に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを

監督員に提出しなければならない。 

2. 施工体系図 

第1項の受注者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係る書類の提出について」

（平成27年3月30日付け国官技第325号、国営整第292号、平成27年3月27日付け国港技第

123号、平成27年3月16日付け国空安保第763号、国空交企第643号）に従って、各下請負

者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲

げるとともにその写しを監督員に提出しなければならない。 

3. 名札等の着用 

第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負者を含む）及び

第1項の受注者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事

名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名

札は図1-1-1を標準とする。（監理技術者補佐は、建設業法第26条第３項ただし書に規定

する者をいう。なお、令和2年10月1日以降において、監理技術者補佐を配置する場合に適

用する。） 


